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知多市告示第２９号 

 知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和７年３月２６日 

                        知多市長 宮 島 壽 男  

 

   知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金（以下「補助金」という。）は、物

価高騰の影響を受けている地区の電気料金の負担を軽減するため、既設の防犯灯

をＬＥＤ灯へ更新する経費に対し、予算の範囲内において当該団体に交付するも

のとし、その交付に関しては、知多市補助金等交付規則（平成４年知多市規則第

２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところ

による。 

 （補助の対象及び補助金の額） 

第２条 市長は、夜間の犯罪を防止するため、地区住民によって構成された団体

が、電柱等を利用して屋外に設置し、及び管理している照明灯（ＬＥＤ灯を除

く。以下同じ。）のＬＥＤ灯への更新事業（以下「補助事業」という。）の実施

に必要な経費（以下「補助対象経費」という。）について補助金を交付する。 

２ 補助金の額は、ＬＥＤ灯への更新１灯につき、補助対象経費の全額とし、３

０，０００円を限度とする。 

３ 第１項に規定する補助金は、この要綱に基づく補助制度以外の制度との併用は

できないものとする。 

 （交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者は、知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助

金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の１０月末

日までに市長に提出しなければならない。 

 (1) 設置場所の位置図 

 (2) 設置に要する費用の見積書の写し 
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 （決定の通知） 

第４条 市長は、交付の決定をしたとき及びこれに条件を付けたときは、速やかに

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、そ

の決定の内容及びこれに付けた条件を申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第５条 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、その交付決定の通知を

受けた日から１か月以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければな

らない。 

 （状況報告） 

第６条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の遂行の

状況に関し、報告を求められたときは、速やかに市長に報告しなければならな

い。 

 （計画変更の承認） 

第７条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ知

多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金計画変更申請書（第３号様式）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額を変更せず、かつ、

次に掲げる変更であるときは、変更内容を記載した書面の提出をもって承認した

ものとみなす。 

 (1) 経費の配分の変更が、経費の能率的使用に資するものであり、かつ、補助目

的の達成に支障がないと認められる場合であって、経費の目的の実質的変更が

なく、当該経費の２０パーセント以内の変更 

 (2) 補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更 

 (3) 補助目的を損なわない事業計画の細部の変更 

 （変更決定の通知） 

第８条 市長は、計画変更を承認したときは、速やかに知多市防犯灯ＬＥＤ化促進

事業補助金変更交付決定通知書（第４号様式）により、補助事業者に通知するも

のとする。 

 （補助事業遅延の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込ま
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れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由が明らかとなる事

由を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して２

０日を経過した日又は当該年度の１２月１９日のいずれか早い期日までに、知多

市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金実績報告書（第５号様式）に、設置に要した費

用の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

 （額の確定等） 

第１１条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、知多市防犯灯ＬＥＤ

化促進事業補助金確定通知書（第６号様式）により補助事業者に通知するものと

する。 

 （交付） 

第１２条 補助金は、額の確定後に交付する。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、知多

市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付請求書（第７号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （財産処分の制限） 

第１３条 規則第２３条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている期間

又はそれに準ずるものと認められる期間とする。 

 （委任） 

第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の

規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた補助事業に係る規定について

は、同日後も、なおその効力を有する。 
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第１号様式（第３条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

                  駐在員 住    所 

                      地 区 名         

                      氏 名             

                      電 話 番 号 

 

 防犯灯ＬＥＤ化促進事業を行うため、次のとおり知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金

の交付を申請します。 

 

交 付 申 請 額 円   

補 助 事 業 の 目 的  

補 助 事 業 の 内 容 

 

 

 

事 業 期 間     年  月  日 から     年  月  日まで 

総 事 業 費 円   

補 助 対 象 経 費 円   

添 付 書 類 

１ 設置場所の位置図 

２ 設置に要する費用の見積書（内訳のわかるもの）の写し 
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第２号様式（第４条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付決定通知書 

知多市 指令 第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで交付申請のあったことについては、知多市防犯灯ＬＥＤ

化促進事業補助金交付要綱第４条の規定により、次のとおり交付決定したので通知しま

す。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 額 円   

交 付 の 条 件 
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第３号様式（第７条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金計画変更申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

                  駐在員 住    所 

                      地 区 名 

                      氏 名            

                      電 話 番 号 

                       

     年  月  日付け知多市 指令 第  号で交付決定を受けた事業につい

て、計画を変更したいので、次のとおり申請します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

変更後の補助金額 円   

計 画 変 更 の 理 由 

 

 

 

 

計 画 変 更 の 内 容 

 

 

 

 

備考 「計画変更の内容」欄は、交付申請書に記載した事項又は添付書類に記載した事項

について、変更前と変更後が比較対照できるように記載しなければならない。 
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第４号様式（第８条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金変更交付決定通知書 

知多市 指令 第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付け計画変更申請書により、    年  月  日付け知多

市 指令 第  号で通知した交付決定について、知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金

交付要綱第８条の規定により、次のとおり変更決定したので通知します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

変 更 交 付 決 定 額 円   

交 付 の 条 件 
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 第５号様式（第１０条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金実績報告書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

駐在員 住    所 

                      地 区 名 

                      氏 名            

                      電 話 番 号  

                       

     年  月  日付け知多市 指令 第  号で補助金の交付決定を受けた事業

が完了したので、次のとおり報告します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 額 円   

実 施 期 間 
 

 

添 付 書 類 

設置に要した費用の領収書の写し 
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第６号様式（第１１条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金確定通知書 

知 発第   号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、知多市防犯灯Ｌ

ＥＤ化促進事業補助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり補助金の額を確定した

ので通知します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 額 円   

確 定 額 円   
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第７号様式（第１２条関係） 

知多市防犯灯ＬＥＤ化促進事業補助金交付請求書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

                  駐在員 住    所 

地 区 名 

                      氏 名 

                      電 話 番 号 

 

     年  月  日付け知 発第   号で補助金額の確定を受けた補助事業につ

いて、次のとおり請求します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

請 求 金 額 円   

確 定 額 円   

上記のうち受領済額 円   

振 込 口 座 

金融機関名 
 

店 名 
 

預金の種類 
 

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

 

 

 


